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令和７年度工事監査結果報告書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定による監査を藤沢市監

査基準に基づき執行したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとおり報告する。

なお、本件の工事監査において、岸本寛之監査委員は、地方自治法第１９９条の２の規定

により除斥とした。 

 

第１ 監査目標      公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

第２ 監査対象      宮前緑地法面防護工事 

第３ 監査の着眼点    （１）計画及び設計は適切か 

             （２）積算は適切か 

             （３）入札及び契約は適切か 

             （４）工事監理は適切か 

             （５）施工及び施工管理は適切か 

第４ 監査実施期間    ２０２５年（令和７年）１１月１２日から 

２０２６年（令和８年）３月２７日まで 

第５  監査を実施した委員 藤沢市監査委員   中 川   隆 

             同         石 井 世 悟 

同         友 田 宗 也 

第６ 監査の主な実施内容 

１ 対象工事の選定 

   ２０２５年（令和７年）４月１日から２０２５年（令和７年）７月３１日までの間

に市が締結した工事請負契約に係る工事で、調査時点において完了していない工事

の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。 

（１）工 事 名  宮前緑地法面防護工事 

（２）担 当 課  都市整備部 みどり保全課 

（３）請負金額  １４９，３８２，２００円 

（４）工事場所  藤沢市宮前５８９番地外 

（５）工  期  ２０２５年（令和７年）７月１８日から 

                  ２０２６年（令和８年）２月２４日まで 

（６）工事概要   とび・土工・コンクリート 

急傾斜地崩壊対策 

法面工 
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ワイヤーネット補強土工 

鉄筋挿入工 2.0ｍ Ｎ＝947 本 

               構造物設置工 

                ガードフェンス設置工 Ｈ＝1.8ｍ Ｌ＝7.0ｍ 

               仮設工 一式 

 

２ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、

当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観点から検証し、

当該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、工事主管課等から関

係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

本監査に係る工事技術調査は協同組合総合技術士連合に業務委託し、１月２０日に

派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。 

（１）担当部課による工事概要等の説明 

（２）設計図書類の閲覧 

（３）施工計画書の閲覧 

（４）施工管理帳票類の閲覧 

（５）工事監理状況の調査 

（６）施工管理状況の調査 

（７）その他  

なお、２０２６年２月９日に変更契約があったが、技術士の調査は変更契約前の状

態について実施したものである。 

第７ 調査の結果 

計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約等につ

いて、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

以 上   


